
令 和 ２ 年
８月28日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
会
計
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

岩
国
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
七
号

山
口
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
口
県
立
下
関
総
合
支
援
学
校
の
出
納
員

山
口
県
立
下
関
総
合
支
援
学
校

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

い
の
う
え
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

山
口
市
平
井
六
二
九
の
五

令
和
二
、

六
、
三
〇

お
き
の
だ
ん
薬
局

宇
部
市
大
字
沖
ノ
旦
七
九
〇
の
一

〃

〃

〃

ひ
ま
わ
り
薬
局
下
松
店

下
松
市
望
町
五
丁
目
四
番
八
号

〃

〃

〃

秋
芳
薬
局

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
五
三
四
一
の
四

〃

〃

〃

エ
ス
マ
イ
ル
薬
局
花
畠
店

周
南
市
花
畠
町
四
番
五
号

〃

〃

〃

め
ぐ
み
薬
局

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
一
四
四
四
の

九

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

瀬
戸
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
陽
小
野
田
市
稲
荷
町
一
一
番
二
〇
号

令
和
二
、

七
、

一

一
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や
の
く
に
ク
リ
ニ
ッ
ク

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下
田
布
施
八
九

九
の
三

〃

八
、

〃

い
の
う
え
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク

山
口
市
平
井
六
二
二

〃

七
、

〃

お
き
の
だ
ん
薬
局

宇
部
市
大
字
沖
ノ
旦
七
九
〇
の
一

〃

〃

〃

い
の
う
薬
局

宇
部
市
居
能
町
三
丁
目
二
番
二
号

〃

〃

〃

ひ
ま
わ
り
薬
局
下
松
店

下
松
市
望
町
五
丁
目
四
番
八
号

〃

〃

〃

秋
芳
薬
局

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
五
三
四
一
の
四

〃

〃

〃

は
な
ば
た
け
薬
局

周
南
市
花
畠
町
四
番
五
号

〃

〃

〃

め
ぐ
み
薬
局

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
一
四
四
四
の

九

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
五
号

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
田
町
大
字
八
道
字
原
二
二
七
九

地
先
か
ら

同
市
豊
田
町
大
字
八
道
字
三
味
線
坂
一
〇

〇
八
四
の
二
地
先
ま
で

旧

最
狭

六
・
五

最
広

三
七
・
〇

三
二
五
・
〇

新

最
狭

六
・
五

最
広

六
二
・
四

三
二
五
・
〇

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
九
一
号

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
豊
田
町
大
字
八
道
字
浴
田
一
九
〇

二
の
二
地
先
か
ら

長
門
市
俵
山
字
和
田
三
三
九
の
一
地
先
ま

で

旧

最
狭

―
―

最
広

―
―

―
―

新

最
狭

一
三
・
五

最
広
二
一
〇
・
七
一
三
、
八
八
九
・

五

山
口
県
告
示
第
三
百
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お

り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

川
中
豊
町
㈠
⑴

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
総
務
部
防
災

危
機
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次

の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
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一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

川
中
豊
町
㈠
⑴

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
下
関
市
総
務
部
防
災

危
機
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
一
八
五
）
岩
国
都
市
計
画
道
路
の
変
更
の
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
国
都
市
計

画
道
路
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
変
更
に
係
る
岩
国
都
市
計
画
道
路
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岩
国
都
市
計
画
道
路
三
・
五
・
三
十
二
錦
城
橋
線

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

岩
国
市
横
山
二
丁
目
及
び
横
山
三
丁
目

三

変
更
の
内
容

名
称
、
位
置
、
区
域
及
び
構
造
の
変
更

四

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
期
間

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間

五

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課
及
び
岩
国
市
都
市
開
発
部
都
市
計
画
課

二
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三
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令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


